
⼤阪府指定障がい児⽀援事業者等集団指導⽤資料＞

「保育⼠特定登録取消者管理システム」は、児童⽣徒性暴⼒等の防⽌に係る施策の⼀
環として、保育⼠を任命・雇⽤しようとする者が、採⽤予定者がかつて児童⽣徒性暴
⼒等を⾏った者ではないことを確認するためのシステムです。

なお、児童福祉法第 条の の４第３項の規定により、保育⼠を任命・雇⽤しよう
とする者（※）は本システムの活⽤が義務付けられています。

制度の詳細については、本資料及びこども家庭庁のウェブサイトを御覧ください。

※福祉型障がい児⼊所施設、医療型障がい児⼊所施設、児童発達⽀援センター、
児童発達⽀援事業所、放課後等デイサービス事業所




























